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受付番号 質　問　事　項 回　　　答

1
　弊社別店舗で製造した弁当や包装済ホットドッグを販売
するにあたり、電子レンジを使用し温めて提供する事は出
来ますか。

　オーブン機能がない電子レンジで、従業員が温めを行う
場合であれば可能です。

2
　保温庫で焼き芋や蒸し饅頭、保冷庫でデザート類を販
売する事は出来ますか。（カウンターにおけるサイズの保温
庫、保冷庫の設置は出来ますか）

　カウンターに置けるサイズの保温庫や保冷庫を設置し、焼
き芋や蒸し饅頭、デザート類を販売することは可能ですが、
においが区画外に出ないようにする必要があります。

3 　保健所の飲食許可を取得した上でコーヒーやスムージー
などの飲料を製造して販売する事は出来ますか。

　保健所の飲食許可を取得した上でコーヒーやスムージー
などの飲料を製造して販売することは可能ですが、給排水
設備はありませんのでご留意ください。

4
　許可期間満了時は原状回復となっておりますが、現在の
店舗上部看板跡については原状回復された上での使用
許可開始と考えてよろしいでしょうか。

　本公募は、現状有姿で使用許可を行うものであり、看板
跡の修繕は行いません。なお、許可期間満了時において、
使用開始時点で発生していた看板跡の復旧は不要で
す。
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